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2021 年 9月 27日、ドイツが PAP-Protocol（UPC 協定の暫定適用に関する議定書）を承認しました。 

https://www.unified-patent-court.org/news/germany-ratifies-protocol-provisional-application 

 

PAP-Protocolは、単一効特許制度（European patent with unitary effect）（以下、「UP（*1）」）および統一

特許裁判所（Unified Patent Court）（以下、「UPC(*2)」）を設立する UPC協定に先立って発効しなくてはな

らないもので、UPC設立の実体的準備（例えば、UPC 判事の選考・任命や ITシステムの構築等）を開始す

るために必要な手続きになります。 

 

PAP-Protocolが発効するにはさらに二カ国の批准が必要となりますが、今秋にも必要な批准がなされると

みられています。UPC 協定自体は、PAP-Protocolの発効後数ヶ月で批准される見込みで、早ければ 2022

年半ばにも UP および UPC が立ち上がる見込みとなりました。 

 

ドイツでの憲法訴訟や BREXIT によって先行きが不透明な状態が続いていましたが、ドイツの憲法裁判所

が UPC協定を違憲とする訴えを退けたことを受けて、UPC 発足に向けて大きく動き始めました。 

 

*１ - UP は、UPC 協定に参加する EU 加盟国を単一の特許でカバーする制度です。従来の EP特許が、

各国ごとに成立する権利の束という位置づけであったのに対し、UP は、対象国全体で有効となる文字通り

単一の特許になります。例えば、UP は、対象国の一部のみで放棄される、または無効になることはありま

せん。 

*２ - UPC は、UPC 協定によって新設される特許裁判所です。UPC 協定参加国に係る EP 特許の侵害・有

効性の訴えは、UPC の専属管轄になります。ただし、少なくとも 7 年間設けられる移行期間中、EP 特許権

者は、オプトアウトの手続きを行うことによって UPCの管轄から離脱することができます。 

 

内容につきまして不明な点がありましたらお気軽にご連絡ください。 
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